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厚生労働省
障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン 津久井やまゆり園利用者意思決定支援実施要領

・意思決定支援チームメンバー ・意思決定支援専門アドバイザー

・本人、家族等（出席が基本） ・関係事業者等（必要に応じて）

国ガイドライン(平成29年３月)との枠組みの比較



津久井やまゆり園利用者の意思決定支援の体制等



意思決定支援の構造

相談支援専門員
施設
サビ管

市役所
県 後見人

本人家族 友人

意思決定支援
専門アドバイザー



持ち帰り、履行する

相談支援専門員
施設
サビ管

市役所
県 後見人

本人家族 友人

決定
事項

個計を変更して
支援の実施します! サ計を変更しよう!

支給決定を変更して、
市単事業の手続きしなきゃ!

意思決定支援
専門アドバイザー



意思決定支援の構造
みんなで集まって、
みんなで話合って、
みんなで確認して、
みんなで決めて、
それぞれが持ち帰って、
決定事項を履行する。

決定事項の素早い反映と
実効性の担保



意思決定支援のプロセス






















